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１【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
　平成23年２月10日に提出いたしました第136期（自　平成22年10月１日　至　平成22年12月31日）の四半期報告書における「第

一部　企業情報　第２　事業の状況　４　財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析　(1）業績状況の記載事項の一

部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため、四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

２【訂正事項】
第一部　企業情報

第２　事業の状況

４　財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(1）業績状況

 

３【訂正箇所】
　訂正箇所は　を付して表示しております。

 

第一部【企業情報】
 

第２【事業の状況】
 

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(2）業績状況

（訂正前）

　なお、平成23年11月15日付の株式譲渡により、シンヨー株式会社は当第３四半期連結会計期間より連結の範囲から除外

し、持分法適用の範囲に含めております。

 

（訂正後）

　なお、平成22年11月15日付の株式譲渡により、シンヨー株式会社は当第３四半期連結会計期間より連結の範囲から除外

し、持分法適用の範囲に含めております。
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